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○高岡市特定公共賃貸住宅条例施行規則 

平成17年11月１日 

規則第169号 

改正 平成19年３月30日規則第27号 

平成20年６月19日規則第41号 

平成21年１月20日規則第１号 

平成24年３月30日規則第32号 

平成27年１月16日規則第１号 

平成29年９月19日規則第48号 

令和元年９月30日規則第16号 

令和２年３月26日規則第21号 

令和２年９月29日規則第59号 

令和２年12月28日規則第63号 

令和３年９月16日規則第57号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、高岡市特定公共賃貸住宅条例(平成17年高岡市条例第188号。以下「条例」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

(入居者の所得基準等) 

第３条 条例第６条第１項第３号ウの市長が定める額は、12万3,000円とする。 

２ 条例第６条第２項に規定する特別の事情は、次のとおりとする。 

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第２条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営

住宅の除却 

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法

(昭和29年法律第119号)第３条第４項若しくは第５項の規定に基づく土地区画整理事業又は

都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第１項の規定により準用する場合

を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置

法(昭和36年法律第150号)第２条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却 

３ 条例第６条第２項の規則で定める額は、48万7,000円とする。 

(入居の申込方法等) 

第４条 条例第７条第１項の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第１号)を市長

に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書を提出するときは、次に掲げる書類を添付し、又は提示

しなければならない。 

(1) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の収入を証する書類 

(2) 市民税の納税を証する書類 

(3) 扶養親族を確認できる書類 

(4) 障害者情報を確認できる書類 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 条例第７条第３項の入居決定通知書は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第２号)とす

る。 

(入居補欠者の数) 

第５条 条例第８条第１項の規定により市長が定める入居補欠者の数は、入居させるべき特定公

共賃貸住宅の戸数の３割以内において、市長が定めるものとする。 

(入居の手続) 

第６条 条例第９条第１項第１号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第３号)と

する。 

２ 条例第９条第１項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をすることができない入居決定
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者は、特定公共賃貸住宅入居手続延期申請書(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 

３ 条例第９条第４項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第５号)に

より行うものとする。 

(連帯保証人) 

第６条の２ 条例第９条第１項第１号に規定する連帯保証人は、１人とする。 

２ 前条第１項の請書には、連帯保証人の印鑑証明及び収入を証する書類を添付しなければなら

ない。 

３ 条例第９条の２第２項の規則で定める極度額は、入居の申込みをした特定公共賃貸住宅の入

居時(同条第３項の規定により承認を受けようとする場合にあっては、当該申請時)における条

例第11条第１項に規定する家賃又は条例第12条第２項に規定する入居者負担額に15を乗じた額

とする。 

４ 条例第９条の２第３項の規定による連帯保証人の変更を申請しようとする入居者は、特定公

共賃貸住宅連帯保証人変更申請書(様式第６号)を市長に提出しなければならない。 

(市長が特別の事情があると認める入居決定者) 

第６条の３ 条例第11条第１項第１号の市長が特別の事情があると認める入居決定者であって規

則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 条例第11条第１項第１号の連帯保証人の連署する請書を提出できない者であって、家賃

債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下こ

の号において「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下この号

において同じ。)のうち、市長が適当と認める者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証

業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をい

う。次号において同じ。)を締結した者 

(2) 保証委託契約を締結することが困難であると市長が認める者 

(家賃) 

第７条 条例第10条第１項に規定する特定公共賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、月を

単位とし、別表第１に定める額とする。 

２ 市長は、条例第10条第２項の規定により家賃を変更するときは、当該特定公共賃貸住宅の入

居者に対して、家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を文書により通知するものとす

る。 

(家賃等の納付) 

第８条 入居者は、条例第11条第１項に規定する家賃又は条例第12条第２項に規定する入居者負

担額を口座振替又は特定公共賃貸住宅家賃(入居者負担額)納入書(様式第７号)により納付しな

ければならない。 

(家賃の減額申請) 

第９条 条例第13条第１項の家賃減額申請書は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第８号)

とする。 

２ 新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者が家賃の減額を受けようとする場合は、第４

条第１項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書の提出をもって特定公共賃貸住宅家賃減額申

請書の提出があったものとみなす。 

３ 条例第13条第２項の規定による家賃の減額の決定は、家賃の減額を受けようとする入居者の

うち所得が48万7,000円以下のものに対して行うものとする。 

(入居者負担額の決定方法) 

第10条 条例第14条に規定する入居者負担額は、毎年、家賃の減額を受けようとする入居者の所

得及び入居する特定公共賃貸住宅の区分に応じ、市長が決定する。 

２ 前項に規定する入居者負担額は、月を単位として別表第２に定める額とし、毎年、次の表に

掲げる基準日から翌年の基準日の前日まで(前条第２項に規定する場合においては、入居の日

から直近の基準日の前日まで)の間適用する。 

名称 基準日 

御旅屋特定公共賃貸住宅 ４月１日 

西干場特定公共賃貸住宅 
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(入居者負担額の決定通知) 

第11条 条例第13条第２項に規定する通知は、特定公共賃貸住宅入居者負担額決定通知書(様式

第９号)により行うものとする。 

(督促) 

第12条 条例第16条に規定する督促は、督促状(様式第10号)により行うものとする。 

２ 督促状の指定納期限は、該当月の翌月末日とする。 

(不在の届出) 

第13条 条例第22条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅不在届出書(様式第11号)により行わな

ければならない。 

２ 前項の特定公共賃貸住宅不在届出書は、特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の前日までに

市長に提出しなければならない。 

(用途併用の承認申請) 

第14条 条例第24条ただし書に規定する用途併用の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃

貸住宅用途併用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。 

(模様替え又は増築の承認申請) 

第15条 条例第25条第１項ただし書に規定する模様替え又は増築の承認を受けようとする入居者

は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならな

い。 

(同居の承認申請) 

第16条 条例第26条に規定する同居の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承

認申請書(様式第14号)に同居させようとする者の収入を証する書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の特定公共賃貸住宅同居承認申請書を審査するものとし、次の各号のいずれか

に該当すると認めたときは、当該同居の承認をすることができる。 

(1) 同居させようとする者が入居者又は入居者の配偶者の直系又は３親等内の血族であると

き。 

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。 

(世帯員の異動の届出) 

第17条 入居者は、入居者又は入居を認められた世帯員に出産、死亡又は転出の事実があったと

きは、速やかに特定公共賃貸住宅世帯員異動届出書(様式第15号)を市長に提出しなければなら

ない。 

(明渡しの届出) 

第18条 条例第27条の規定による届出をしようとする入居者は、特定公共賃貸住宅明渡届出書

(様式第16号)を市長に提出しなければならない。 

(住宅の明渡請求) 

第19条 条例第28条第１項の規定による明渡しの請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第

17号)により行うものとする。 

(補則) 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成17年11月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11

年高岡市規則第47号)又は福岡町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成

14年福岡町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当

規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

３ 第10条第２項の規定にかかわらず、平成19年３月31日までの間、御旅屋特定公共賃貸住宅に

係る基準日は、11月１日とする。 

附 則(平成19年３月30日規則第27号) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 
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附 則(平成20年６月19日規則第41号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成21年１月20日規則第１号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の高岡市特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第３条第１項及び

第３項並びに第４条第２項第２号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以

後に入居の申込みをする者について適用し、施行日前に入居の申込みをした者については、な

お従前の例による。 

３ 新規則第９条第３項、別表第１及び別表第２の規定は、平成21年４月分の家賃又は入居者負

担額から適用する。 

附 則(平成24年３月30日規則第32号) 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成27年１月16日規則第１号) 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年９月19日規則第48号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日からから施行する。 

(経過措置) 

２ この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができる。 

附 則(令和元年９月30日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和２年３月26日規則第21号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則による改正後の第６条の２の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」とい

う。)以後に提出された請書に係る保証債務について適用し、施行日前に提出された請書に係

る保証債務については、なお従前の例による。 

附 則(令和２年９月29日規則第59号) 

この規則は、令和２年11月１日から施行する。 

附 則(令和２年12月28日規則第63号) 

この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

 

別表第１(第７条関係) 

名称 建設年

度 

床面積 住宅区分 間取り 戸数 家賃 

(月額) 

御旅屋特定

公共賃貸住

宅 

平成11

年度 

63.27平方メー

トル 

単身者及び世帯用 ２LDK 33戸 72,700円 

世帯用 ３DK 11戸 

71.11平方メー

トル 

世帯用 ３LDK 11戸 81,700円 

西干場団地 平成13

年度 

71.60平方メー

トル 

世帯用 ２LDK ３戸 73,700円 
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別表第２(第10条関係) 

名称 床面積 所得の区分 入居者負担額(月額) 

御旅屋特定公共賃貸

住宅 

63.27平方メートル 186,000円以下 43,600円 

186,000円を超え

214,000円以下 

47,200円 

214,000円を超え

259,000円以下 

50,800円 

259,000円を超え

350,000円以下 

54,500円 

350,000円を超え

487,000円以下 

58,100円 

71.11平方メートル 186,000円以下 49,000円 

186,000円を超え

214,000円以下 

53,100円 

214,000円を超え

259,000円以下 

57,100円 

259,000円を超え

350,000円以下 

61,200円 

350,000円を超え

487,000円以下 

65,300円 

西干場特定公共賃貸

住宅 

71.60平方メートル 186,000円以下 44,200円 

186,000円を超え

214,000円以下 

47,900円 

214,000円を超え

259,000円以下 

51,500円 

259,000円を超え

350,000円以下 

55,200円 

350,000円を超え

487,000円以下 

58,900円 
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様式第１号(第４条、第９条関係) 

様式第２号(第４条関係) 

様式第３号(第６条関係) 

様式第４号(第６条関係) 

様式第５号(第６条関係) 

様式第６号(第６条の２関係) 

様式第７号(第８条関係) 

様式第８号(第９条関係) 

様式第９号(第11条関係) 

様式第10号(第12条関係) 

様式第11号(第13条関係) 

様式第12号(第14条関係) 

様式第13号(第15条関係) 

様式第14号(第16条関係) 

様式第15号(第17条関係) 

様式第16号(第18条関係) 

様式第17号(第19条関係) 

 


